
令和８年度鉾田市創業支援事業補助金交付要綱 
 
 
(趣旨) 

第１条 この要綱は，鉾田市内(以下「市内」という。)において創業を行おうとする者を支援し，本市

の産業の振興及び地域経済の発展並びに雇用の促進を図るため，予算の範囲内において補助金を交付

するものとし，その補助金の交付については，鉾田市補助金交付規則（平成17年鉾田市規則第37号。）

に定めるもののほか，この要綱に定めるところによる。 

(用語の定義) 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(１) 創業 事業を行っていない個人が，所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)第 229 条に規定する開業

等の届出により市内において営利を目的として新たに事業を開始する場合，又は新たに法人を設立

し，市内において営利を目的として事業（農林水産業を除く）を開始する場合。ただし，第二創業

の場合を除く。 

(２) 創業の日 個人にあっては管轄する税務署に提出した開業等の届出に記載された開業年月日を，

法人にあっては登記簿謄本に記載された設立年月日をいう。 

(３) 創業支援等事業者 産業競争力強化法(平成 25 年法律第 98 号)第 113 条の認定を受けた鉾田市

創業支援等事業計画(令和６年 12 月 25 日経済産業大臣，総務大臣及び関東農政局長変更認定。以

下「創業支援等事業計画」という。)における創業支援等事業者をいう。 

(４) 事業所 事業を実施する本拠となる事務所や店舗，工場等をいう。 

(５) 設備 事業の用に供するために直接必要な機械，装置，又は器具をいう。 

(６) 補助事業 この要綱の目的に適合するもので，創業等を行うために必要な補助金の交付の対象

となる事業をいう。 

(補助対象者) 

第３条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は，年度内に創業を行う者又は創業の日か

ら５年を経過しない者（以下「創業者等」という。）のうち，次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(１) 鉾田市創業支援等事業計画に定める特定創業支援事業を受けた証明を補助金の交付決定までに

有する者（個人事業主の場合は本人，法人の場合は代表者） 

(２) 申請する総事業費のうち，２分の１以上の額を市内の金融機関から融資を受けて創業にかかる

事業を行う個人若しくは法人 

(３) 市内に創業にかかる事業を行うための事業所等を設けることができる者 

(４) 本市の創業支援窓口を利用し，創業支援等事業者から事業計画書の確認を受けている者，また

は創業にかかる事業の実施にあたり，金融機関等の融資審査若しくは茨城県信用保証協会の保証審

査を通過している者 

(５) 許認可若しくは届出を必要とする業種にあっては，創業にかかる事業の完了までに許認可を受

けることができる者又は届出ができる者 

(６) 創業にかかる事業について，完了まで創業支援等事業者による支援を継続的に受けることがで

きる者 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者は，補助対象者としない。 

(１) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77 号。以下「暴力団

対策法」という。)第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(暴力団対

策法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的

に非難されるべき関係を有している者 

(２) 鉾田市暴力団排除条例(平成 23年鉾田市条例第 13号。以下「暴排条例」という。)第 2条第 1号

から第 3 号までの規定に該当する者 

(３) 暴排条例第 2条第 1号及び第 2号に規定する者と社会的に非難されるべき関係を有する者 

(４) 法人でその役員のうちに，暴排条例第 2条第 2号又は第 3号に該当する者がいる者 

(５) 宗教活動及び政治活動を事業の主たる目的としている者 

(６) 市税等の滞納がある者 

(７) 過去に鉾田市創業支援事業補助金の交付を受けた者 

(８) その他市長が適当でないと認める者 

(補助対象事業) 

第４条 補助対象事業は，次の各号のすべてに該当するものとする。 

(１) 事業計画に妥当性があり，事業の継続性と将来的な成長性が見込める事業。 



(２) 創業支援等事業計画の特定創業支援事業である総合相談窓口，ワンストップ窓口又は連携機関

において創業に関する相談を行い，これらの窓口又は機関から適正な事業計画であることの確認を

受けている事業。 

(３) 市内企業と取引を行うこと等により，地域産業又は雇用への波及効果が期待できる事業。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかの該当する事業は対象としない。 

(１) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23年法律第 122 号)第 2条第 1項に規

定する風俗営業，又は同条第 5項に規定する性風俗関連特殊営業の対象となる営業を行う事業 

(２) フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれに類する契約に基づく事業 

(３) 太陽光発電事業 

(４) その他公序良俗に反する事業 

(補助対象経費） 

第５条 補助対象となる経費（消費税は除く）は，前条の補助対象事業に係るもので，別表に掲げる経

費とする。ただし，当該経費について，本市，国，県若しくはその他の機関から補助金，その他これ

らに類する金銭又は物品の交付を受ける場合は，当該補助金等の額を補助対象経費から差し引くもの

とする。 

２ 事業の交付決定前に購入したものは補助対象外とする。 

(補助金の額) 

第６条 補助金の額は，第４条第１項で規定する事業を対象とし，別表に掲げる区分にかかる経費から

消費税及び地方消費税を抜いた総事業費の２分の１以内の額とする。ただし，50 万円を上限とする。 

２ 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは，この端数を切り捨てるものとする。 

(交付の申請) 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は，鉾田市創業支援事業補助金交付申請書(様式第１号)に次

に掲げる書類を添えて，令和８年 12 月 28 日までに市長へ申請しなければならない。 

(１) 創業事業計画書(様式第２号) 

(２) 誓約書兼市税納付状況確認同意書(様式第３号) 

(３) 創業支援事業補助金に係る事業計画確認書(様式第４号)並びに保証付融資にあっては保証決定

が確認できる書類の写し及びプロパー融資にあっては融資決定が確認できる書類の写し 

(４) 鉾田市創業支援等事業計画に定める特定創業支援事業を受けた証明書の写し（交付申請後に取

得する場合を除く） 

(５) 事業を実施する場所の位置図及び事務所等の所在が分かるもの(登記簿謄本の写し又は賃貸借

契約書の写し等) 

(６) 個人事業者の住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81号)に基づく住民票の写し 

(７) 個人事業の所得税法第229条に規定する開業等の届出書の写し(個人事業者で既に開業している

場合に限る。) 

(８) 定款及び登記簿謄本の写し(法人の場合) 

(９) 営業許可証及び届出の写し(許認可及び届出を必要とする業種で，既に許認可等を取得している

場合に限る。) 

(10) 補助対象経費の内訳を説明する書類(契約書，見積書等) 

(11) 前年中又は前事業年度の収入等がわかる書類 

ア 個人にあっては，確定申告書又は源泉徴収票の写し等 

イ 法人にあっては，決算書又は確定申告書の写し等 

(12) 市税等の滞納がない旨の証明書 

(13) 国，県その他の機関から補助金の交付を受けている場合は，その補助の内容及び補助金額が確

認できる書類の写し（交付申請時に用意できる場合） 

(14) 就労が可能な在留資格が確認できる書類(申請者が外国人の場合に限る。) 

(15) その他市長が必要と認める書類等 

(交付決定等) 

第８条 市長は，前条の規定による申請があったときは，速やかに当該申請の書類を審査し，必要に応

じて現地の調査を行い補助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は，前項の規定により，補助金の交付を決定したときは，鉾田市創業支援事業補助金交付決定

通知書(様式第５号)により当該申請をした者に通知するものとする。 

３ 市長は，前項に規定する補助金の交付決定に際して，当該補助金の交付の目的を達成するために必

要と認める条件を付すことができる。 



４ 市長は，第１項の規定による審査の結果，補助金を交付しないと決定したときは，鉾田市創業支援

事業補助金不交付決定通知書(様式第６号)により当該申請をした者に通知するものとする。 

(変更の申請) 

第９条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は，当該補助

金に係る事業の内容を大幅に変更し，又は中止し，若しくは廃止しようとするときは，速やかに鉾田

市創業支援事業補助金変更等承認申請書(様式第７号)に必要な書類を添えて市長に申請し，その承認

を受けなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請を受けたときは，当該申請の内容の可否を決定し，鉾田市創業支援

事業補助金変更等承認（不承認）決定通知書(様式第８号)により，補助事業者に通知するものとする。 

(実績報告) 

第 10 条 補助事業者は，事業完了(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)したときは，鉾田市創

業支援事業補助金実績報告書(様式第９号)に次に掲げる書類を添えて，令和９年２月 26 日までに市

長へ報告しなければならない。 

  ただし，第７条の規定に基づく交付の申請時に提出した添付書類と変更がなく，実績報告時に重複

する書類については，省略することができるものとする。 

(１) 事業実施報告書(様式第 10 号) 

(２) 創業等報告書(様式第 11号) 

(３) 補助金収支決算書(様式第 12号) 

(４) 補助対象経費明細表(様式第 13号)及び事業に係る経費の支払を証明する書類（契約書，領収書

等） 

(５) 鉾田市創業支援等事業計画に定める特定創業支援事業を受けた証明書の写し（交付申請時に提

出していない場合） 

(６) 新規雇用者名簿（新たに雇用される者がいる場合。ただし，週 20 時間未満の労働時間の者を除

く。） 

(７) 事業所等の賃貸借契約書の写し(事業所等を賃貸借している場合) 

(８) 事業所等の固定資産評価証明書（事業所等を自己所有している場合） 

(９) 補助事業により整備した事業所等，設備等が確認できる写真及び購入した備品等の写真 

(10) 個人事業者の住民基本台帳法に基づく住民票の写し（交付申請時に提出していない場合又は住

民票の内容に変更があった場合） 

(11) 個人事業の開業等の届出書の写し 

(12) 設立した法人の定款及び登記簿謄本の写し 

(13) 営業許可証及び届出の写し（許認可及び届出を必要とする業種の場合） 

(14) 国，県又はその他の機関から補助金の交付を受けている場合は，その補助内容及び補助金額が

確認できる書類の写し 

(15) その他市長が必要と認める書類 

(補助金の額の確定) 

第 11 条 市長は，前条の規定による報告を受けた場合は，その内容を審査し，必要に応じて現地の調査

を行い，交付すべき補助金の額を確定し，鉾田市創業支援事業補助金確定通知書(様式第 14 号)によ

り，当該報告をした補助事業者に通知するものとする。 

(補助金の交付) 

第 12 条 前条による確定通知書を受けた者は，鉾田市創業支援事業補助金交付請求書(第 15 号様式)を

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による請求を受けた日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。 

(交付決定の取消し等) 

第 13 条 市長は，補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは，補助金の交付の決定の全部

又は一部を取り消し，交付した補助金について期限を定めてその返還を命ずることができる。 

(１) 法令又はこの要綱に違反したとき。 

(２) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(３) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(４) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき，又は市長の指示に従わなかっ

たとき。 

(５) 第 10 条に規定する書類を，期限が過ぎても提出しないとき。 

(６) 前５号に掲げるもののほか，市長が補助金を交付することが不適当であると認めたとき。 



２ 市長は，前項の規定による取消しをしたときは，鉾田市創業支援事業補助金交付決定取消通知書(様

式第 16 号)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。 

３ 前２項の規定は，第 11 条の規定により交付すべき額を確定した後においても適用する。 

(事業所等の移転) 

第 14 条 補助金の交付を受けた事業者が，補助事業完了後３年以内に事業所等を市外へ移転する場合

には，補助金を全額返還しなければならない。 

(財産処分の制限) 

第 15 条 補助事業者は，補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年間は，

補助金に係る事業により取得し，若しくは効用を増加した財産(減価償却資産の耐用年数等に関する

省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に規定する財産)を目的外に使用し，譲渡し，交換し，貸し付け又

は廃棄しようとするときは，あらかじめ鉾田市創業支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第17号)

を市長に提出し，その承認を受けなければならない。ただし，当該財産の取得価格又は効用の増加価

格が 25 万円未満のもの，又は当該財産の耐用年数を経過しているときは，この限りでない。 

２ 市長は，補助事業者が市長の承認を受け，補助金の交付に係る財産を処分したことにより収入があ

った場合は，補助事業者に対し，当該収入の全部又は一部を納付させることができる。 

３ 市長は，第１項の規定による申請を受けたときは，当該申請の内容の可否を決定し，鉾田市創業支

援事業補助金財産処分承認（不承認）決定通知書(様式第 18号)により，補助事業者に通知するものと

する。 

(帳簿類の管理) 

第 16 条 補助事業者は，当該補助事業の実施に関する書類及び帳簿等を当該補助事業が完了した年度

の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

(検査及び報告等) 

第 17 条 事業者は，市長が補助事業の運営及び経理等の状況について検査を求めたとき，又は事業に

ついて報告を求めたときは，これに応じなければならない。 

(その他) 

第 18 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は，令和８年４月20日から施行する。 

 

 

  


